
★ 

広
島
県
税
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
八
号
）
（
税
務
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

１ 
地
方
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
個
人
の
県
民
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
自
動
車

取
得
税
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

２ 

平
成
二
十
四
年
四
月
に
開
始
す
る
個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
自
動
車
税
に
係
る
電
子
納 

付
に
つ
い
て
、
必
要
な
規
定
及
び
様
式
の
整
理
を
行
っ
た
。 

３ 

広
島
県
税
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
従
来
の
自
動
車
税
に
加
え
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に

個
人
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
収
納
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
と
し
、
必
要
な
規
定
及
び
様
式
の

整
理
を
行
っ
た
。 

４ 

そ
の
他
必
要
な
規
定
及
び
様
式
の
整
理
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 


